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１．原子力安全に対する基本方針（1/3）

１－１ 原子力安全文化、品質保証、コンプライアンスについて

原子力発電所の
保安活動

品質保証

（仕組みはうまく機能しているかの視点）

コンプライアンス

（法令・ルールを遵守する意識が浸透しているかの視点）

原子力安全文化

（安全を最優先とする意識が醸成されているかの視点）

具体的な活動例

・業務の計画策定及び実施

・文書・記録の管理

・不適合管理

・マネジメントレビュー

・品質保証教育 等

具体的な活動例

・経営層の発電所訪問

・安全文化に係るメッセージ発信

・協力会社との意見交換

・原子力安全教育 等

具体的な活動例

・発電本部コンプライアンス行動指針の周知

・コンプライアンス研修、理解度テストの実施

・官報等による法令改正状況の確認 等

放射線及び放射性物質の放出による従業員及び公衆の被ばく低減・災害防止のため、
安全文化、コンプライアンス、品質保証のそれぞれの視点からPDCAを回し、保安活動
の継続的改善を実施する。
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１．原子力安全に対する基本方針（2/3）

１－２ 原子力安全文化醸成方針、品質方針について

原子力安全文化醸成活動、品質保証活動においては保安規定に基づき、社長はそれぞれの方針を定
めることとなっている。平成２３年に発生した「福島第一原子力発電所事故」、「経済産業省主催の県民
説明番組への意見投稿呼びかけ」などを受け、平成２４年５月３０日に両方針の見直しを行った。
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１．原子力安全に対する基本方針（3/3）

１－３ 原子力発電所の保安活動実施体制（川内の例）

当社においては、本店の関係箇所及び原子力発電所が一体となって、保安活動に
取り組んでいる。
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２．原子力安全性向上の検討・実施体制（1/2）

１．検討状況

ｏ 福島事故調査報告書（国会、政府、民間、東電、INPO）の指摘・提言のうち「事業
者として対応すべき課題」について、各本部が抽出。

ｏ 各項目について、「設備・運用面」、「組織・風土面」、「リスク・危機管理面」に分類・
整理中。

２．課題の検討体制

（1）リスク・危機管理対策会議

ｏ 事故調査報告書からの課題抽出及び検討箇所の設定

ｏ リスク・危機管理に関する課題について検討

（2）経営資源委員会・原子力安全性向上検討分科会

ｏ 原子力安全性向上に関する課題について検討

ｏ 各部門の視点からチェックを行い、原子力の業務運営に係る透明性を確保

（3）業務運営委員会
ｏ 組織・企業風土面に関する課題について検討

当社においては、福島第一事故を踏まえ、リスク・危機管理対策、原子力の安全性向上

対策等について、関係本部が協力する体制を構築している。
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２．原子力安全性向上の検討・実施体制（2/2）

原子力安全性向上検討分科会

経営資源委員会

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾁｰﾑ

発電本部

助言

経営会議

業務運営委員会

福島事故検証
･事故調査報告書等の分析
･対策課題の抽出、ﾘｽｸ管理
･対策内容の検討、実施

設備・運用面

〔組織・企業風土面〕

報告

リスク･危機管理対策会議

原子力安全性向上関する課題について検討
･各部門の視点からチェックを行い、原子力の
業務運営に係る透明性を確保
（保安推進機能を付加）

原子力の業務運営に係る
点検・助言委員会

必要に応じ活動状況の報告
取締役会

重要な案件

〔設備・運用面〕〔リスク・危機管理面〕

組織・企業風土面

【事務局】
主 査：地域共生本部
副主査：経営管理本部

＋
発電本部
技術本部
経営企画本部

【事故調からの課題抽出
及び検討箇所設定】
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３．福島第一事故から得られた３０項目の技術的知見
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４．当社原子力発電所の更なる安全性向上対策への取組み（1/5） 【川内の例】

今後の対応
更なる安全対策等

主な緊急安全対策等の対応

（実施済み）

外部電源対策(対策1～4)

【外部電源系統の信頼性向上】
1つのルートが喪失しても外部電源
を喪失しないことを確認、送電鉄塔
の耐震性等に関する評価を実施

【外部電源系統の信頼性向上】
予備変圧器、開閉器等を津波の影響のな
い高台へ設置、併せて送電線をπ引込み
し、外部電源を強化

【開閉所設備の耐震性向上】
開閉所電気設備及び変圧器の安全
裕度を確認、開閉所電気設備及び
変圧器耐震性評価を実施

【変電所設備の耐震性向上】
直近の変電所・発電所の断路器が
ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ）の採用等
により耐震性を強化した回線が
２ルート３回線確保されていることを
確認

（現状：ＥＬ＋１３ｍ）

対策1対策3

対策2

【外部電源設備の迅速な復旧】
事故点標定装置が導入されている
ことを確認

対策4

対策1

川内原子力発電所

南九州変電所
(GIS)

川内火力発電所
(GIS)

500kV 220kV

500kV 220kV

(至)
新鹿児島
変電所

川内原子力発電所

南九州変電所
(GIS)

川内火力発電所
(GIS)

500kV 220kV

500kV 220kV

(至)
新鹿児島
変電所

川内
火力

川内
原子力

南九州

500kV
川内原子力線

220kV
川内原子力支線

外部電源線

【凡例】

外部電源線

【凡例】

川内
火力

川内
原子力

南九州

500kV
川内原子力線

220kV
新鹿児島線

外部電源線

【凡例】

外部電源線

【凡例】

※玄海については、66kV非常用高圧母線へ
連絡ラインを設置予定(H25年度予定)

高台へ移設
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今後の対応
更なる安全対策等

主な緊急安全対策等の対応

（実施済み）

 

恒設ケーブル

接続盤

中継盤

燃料
タンク

移動式大容量
発電機

所内電気設備対策（対策5～11）

【高圧発電機車、移動式大容量発電機の配備】
高圧発電機車、移動式大容量発電機を津波の影響
を受けない高台に配備し、手順等を整備。
これにより、位置的な分散、多様化、蓄電池が枯渇
する前に電源供給が可能

【蓄電池能力の強化】
全交流電源喪失における長期間の監視機能維
持のため、蓄電池の容量を増加

【非常用発電機の追加設置】
更なる信頼性向上のため、大容量の非常用発
電機を津波の影響を受けない場所に恒設化

【移動式大容量発電機と接続用
電源ｹｰﾌﾞﾙの恒設化】

非常用交流電源の多重性、給電の
容易化

５．当社原子力発電所の更なる安全性向上対策への取組み（2/5） 【川内の例】

対策5、7、8、10

一層の取組み

対策8

対策5、7

【浸水対策の強化】
安全上重要な機器を設置しているエリア
の浸水防止処置を実施（シール施工）

対策6

【電気設備予備品の備蓄】
緊急用資機材の予備品として海水ポンプ
モータの予備品を高台に配備

対策11

【可搬型計測器の配備】
個別専用電源及び事故時の計装設備の
信頼性確保として、プラントパラメータの
可搬型計測器を手配 対策9、27
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今後の対応
更なる安全対策等

主な緊急安全対策等の対応

（実施済み）

冷却・注水設備対策（対策12～17）

【仮設ポンプ配備】
代替注水手段としてガソリン
及びＡ重油を燃料とする仮設
ポンプを配備

【海水ポンプモータ予備品配備】
事故後の最終ヒートシンク強化（原子炉
補機冷却水および余熱除去系機能の
回復）のため、海水ポンプモータ予備品
の活用による海水供給手段の確保

海水ポンプ防護壁

【海水ポンプエリアの防水対策】
海水ポンプエリア周囲に津波の
防護壁を設置

【移動式大容量ポンプ車の配備】
多目的に使える移動式の大容量
ポンプ車を配備

【空気作動弁の駆動源の多様化】
原子炉冷却系に使用する空気作動弁
の駆動源を多様化（窒素ガス）

【使用済燃料ピット冷却機能の強化】
仮設ポンプから使用済燃料ピットへの
給水配管を恒設化

５．当社原子力発電所の更なる安全性向上対策への取組み（3/5） 【川内の例】

対策16、17

対策14

対策13、14

対策14、16、17、18、22

対策15

対策17、28

【事故時判断能力
の向上】

事故時の判断を向上さ
せるため、教育訓練を
継続的に実施

対策12

【冷却設備耐浸水性確保】
冷却設備の耐浸水性確保・位
置的分散を行うため、水密扉
への一部取替えや緊急安全
対策資機材を高台へ配備

対策13

【主蒸気逃がし弁の動作確実性の確認】
主蒸気逃がし弁動作の確実性を確認するために
手動操作が可能であることを確認

対策15
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５．当社原子力発電所の更なる安全性向上対策への取組み（4/5） 【川内の例】

今後の対応
更なる安全対策（シビアアクシデント対応）等

主な緊急安全対策等の対応

（実施済み）

格納容器破損・水素爆発対策 （対策18～24）

【アニュラス排気設備運転
手順の整備】

水素が格納容器からアニュ
ラス内へ漏れ出ることも想定
し、手順を整備

【格納容器水素対策の強化】
格納容器内の水素を低減するた
めの静的触媒式水素再結合装
置を設置

【格納容器フィルタ付
ベント装置の設置】

格納容器の内圧が大幅に上
昇した際にも、放射性物質
の放出量を低減し、土地汚
染による長期避難区域を極
小化するためのフィルタ付ベ
ント設備を設置

【格納容器外の水素
滞留の防止】

ＰＷＲは格納容器の容積が大
きいため水素による爆轟領域
に至ることはなく、格納容器の
健全性に影響を及ぼすような
水素爆発の可能性は極めて小
さいことを確認

格納容器スプレイ

原子炉格納容器

フィルタ付ベント設備

空気、水蒸気

水素、空気、水蒸気

静的触媒式水素再結合装置
対策24

対策21、22、23

対策24

【ベントによる外部環境影響低減】
格納容器スプレイによりヨウ素除去が可能で
あることを確認

※対策19：格納容器トップヘッドフランジの破損対策としては、ＢＷＲが対象

【主蒸気逃がし弁を使用した手順の整備】
ＰＷＲでは崩壊熱除去として主蒸気逃がし弁
を使用するため、主蒸気逃がし弁の手動操作
が可能であることを確認 対策20、21

対策22

対策24

【ベント配管の独立性確保】
格納容器排気筒はユニット毎に独立している
ことを確認 対策23

【格納容器除熱機能の多様化】
蒸気発生器から崩壊熱を大気へ放出可能で
あること等を確認 対策18
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５．当社原子力発電所の更なる安全性向上対策への取組み（5/5） 【川内の例】

今後の対応
更なる安全対策（シビアアクシデント対応）等

主な緊急安全対策等の対応

（実施済み）

管理・計装設備対策(対策25～30) 

【通信機能の確保】
携帯型有線通話装置、トランシーバー、
衛星固定電話、衛星携帯電話の配備

【免震重要棟の設置】
免震構造で放射線管理機能を有
する事故時の指揮所を設置

【代替緊急時対策所の整備】
中央制御室の会議室に通信機器など
を配備し、指揮所を確保

【使用済燃料ピット周辺エリアモニタの強化】

事故時モニタリング機能の強化として放射線監視装置
の予備器を配備

対策26

対策29

対策25、26
対策25

【プラント監視機能の強化】
使用済燃料ピットの水位監視
方法の信頼性向上対策

対策28

【可搬型モニタリング
ポスト追加配備】

事故時モニタリング機能の
強化として可搬型モニタリ
ングポストを追加配備

【重機の配備】
ガレキ撤去を考慮した大
型重機の配備

対策30

【大型重機等の追加配備】
ガレキ撤去用の大型重機の追加配備

対策29

※対策27：可搬式計測器の配備については、対策9と同じ

対策30
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６．当社原子力発電所の地震・津波に対応するための各種訓練の実施（1/5）

１．緊急安全対策等の各種訓練

２．夜間及び悪天候時における緊急安全対策等の各種訓練

３．原子力発電所の全交流電源喪失時の外部電源復旧訓練

４．緊急安全対策等の訓練実績

原子力発電所では、発生頻度は低いが、万が一起きた場合に甚大な被害が想定

される地震・津波・原子力災害の複合災害を想定して手順を整備し、訓練について

も繰り返し実施している。
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６．当社原子力発電所の地震・津波に対応するための各種訓練の実施（2/5）

○ 原子力発電所では、地震・津波により発電所の全ての電源が喪失した状態を想定し、訓練シミュレータを使った緊急時の運転操作訓練、
ガレキ撤去訓練及び高圧発電機車による電源供給訓練等を実施し、災害時に迅速な対応が取れるよう万全を期している。

地震・津波により、発電所の全ての電源が喪失（全交流電源喪失）した状態を想定し、実機と
全く同様の運転操作ができる運転シミュレータを使用した緊急時の運転操作訓練

運転操作訓練（事象発生）

訓練では、

・全交流電源喪失により

シミュレータ室の照明が消灯

・運転員は懐中電灯等の明かり

で計器の確認やスイッチの確

認・操作を実施

◇訓練シミュレータを使った全交流電源喪失訓練

（川内原子力訓練センター内）

緊急事態対応のために、対策要員となる発電所員を居住場所から発電所へ召集する訓練

発電所員の招集訓練

◇対策要員召集のため関係者へ連絡

（発電所 中央制御室）

◇発電所外から徒歩による出社

（薩摩川内市内）

連 絡

徒歩による出社

連 絡 徒歩による出社

◇社員寮玄関前に召集

（薩摩川内市久見崎町）

◇緊急時対策所に召集

（発電所 代替緊急時対策所）

高圧発電機車等の通行障害となるガレキをホイールローダ等により撤去する訓練

仮設設備による給水訓練

高圧発電機車による電源供給訓練

がれき撤去訓練

高圧発電機車からの電源供給及び電源ケーブルを布設する訓練

原子炉及び使用済燃料ピットの燃料を継続して冷却するための仮設ポンプによる給水訓練

◇小型ホイールローダによるガレキ撤去 ◇大型ホイールローダによる大きなガレキ撤去

◇高圧発電機車による電源供給 ◇電源ケーブル布設

◇仮設ポンプより海水を取水 ◇仮設ホースの布設

１．緊急安全対策等の各種訓練の実施
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６．当社原子力発電所の地震・津波に対応するための各種訓練の実施（3/5）

訓練用がれき

ホイールローダ

○発電所員の召集訓練

◇発電所員の召集

○ 原子力発電所では、夜間及び悪天候など、あらゆる状況において、地震・津波により発電所の全ての電源が喪失した状態を想定し、
がれき撤去訓練及び高圧発電機車による電源供給訓練等を実施し、災害時に迅速な対応が取れるよう万全を期している。

２．夜間及び悪天候時における緊急安全対策等の各種訓練の実施

悪天候時の災害を想定し、実際に大雨・洪水警報
発令中等において、各種訓練を実施している。

夜間における災害を想定し、実際に夜間において各種訓練を実施している。

◇視界が悪い状況でのホイールローダ

によるガレキ撤去

○ガレキ撤去訓練

○高圧発電機車による電源供給訓練

夜 間 訓 練

○発電所員の召集訓練

○仮設設備による給水訓練

悪天候時の訓練

◇高圧発電機車の設置◇悪天候の状況での仮設ホース敷設

◇交通機関の乱れ、通常の出社ルートが使用

できない状況等を想定した徒歩による召集

高圧発電機車

◇仮設ポンプの設置

○仮設設備による給水訓練

仮設ポンプ
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６．当社原子力発電所の地震・津波に対応するための各種訓練の実施（4/5）

３．原子力発電所の全交流電源喪失時の外部電源復旧訓練の実施

（１）訓練概要

○ 平成２３年４月に原子力発電所の更なる信頼性向上と安心・安全の確保のため、原子力部門が実施している緊急安全対策訓練等に加え、

関係部門合同による外部電源復旧訓練を実施した。

（２）訓練内容

○ 訓練実績 ○ 訓練時の電力供給イメージ（川内の例）

①想定事象
○ 原子力発電所の全変圧器（主要、所内、予備）及び非常用ディーゼル発電機等が浸水し、
全交流電源喪失

○ 予備電源線（鉄塔・引留鉄構）が津波の影響等で損壊

②仮鉄柱、移動用変圧器等を活用して、送電線から非常用高圧母線へ電力を供給（※）
○ 仮鉄柱他の組立、架線 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・電力輸送部門
○ 移動用変圧器設置、移動用ケーブル接続・・・・電力輸送部門
○ 電力ケーブル布設、接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・電力輸送部門、配電部門、原子力部門

実施内容

平成２３年４月１６日～１８日実 施日

川内原子力発電所、新鹿児島・川内変電所玄海原子力発電所実施場所

約２３０名
（社員：約８０名、協力会社：約１５０名）

約１７０名
（社員：約６０名、協力会社：約１１０名）

参加人員

仮
引
留
鉄
構

仮
鉄
柱

移動用変圧器

Ａ 仮鉄柱・仮引留鉄構の建柱 Ｂ 移動用変圧器へのつなぎ込み Ｃ 電力ケーブルの布設

非常用
高圧母線

※全交流電源喪失の状態から、現地に入って３日程度で復旧できることを確認
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４．緊急安全対策等の訓練実績

対応要員の召集訓練（検証）

ガレキ撤去訓練

仮設ポンプによる冷却水供給訓練

高圧発電機車等による電源供給訓練

全交流電源喪失時対応訓練（運転操作訓練）

２回４回０回３回

０回１６回０回３０回

８回２７回３回９２回

０回

３回

－

夜間訓練 夜間訓練昼間訓練昼間訓練

５回

４７回

２７回

川内原子力発電所

１回※

４回

－

玄海原子力発電所

８３回

３回総 合 訓 練

１１回

個 別 訓練

訓 練 実 績

訓 練 内 容

○ 原子力発電所では、各発電所の教育訓練計画及び自主的に実施する訓練計画等に基づき、緊急安全対策等に係る個別訓練と

個別訓練を連携して実施する総合訓練を継続的に実施し、万全を期している。

〇 これらの訓練状況を自治体や報道機関等に積極的に公開し、更なる透明性向上に努めている。

また、当社原子力発電所における安全対策の実施状況（緊急安全対策訓練含む）について、当社ホームページ上に掲載している。

※夜間のガレキ撤去訓練を含む。

（平成２４年１０月末現在）

６．当社原子力発電所の地震・津波に対応するための各種訓練の実施（5/5）



18

８．用語等の説明

○ 緊急安全対策
福島第一事故を踏まえた国の指示を受け、直ちに実施した安全対策（高圧発電機車の配備、仮設ポンプ・ホースの配備等）
津波により３つの機能（全交流電源、海水冷却機能、使用済燃料ピットの冷却機能）を失ったとしても、炉心損傷や使用済燃
料の損傷を防止でき、安全性は確保されていることを、国に確認していただいている。

○ シビアアクシデント
安全設計において想定している事象を大幅に超える原子炉の燃料が重大な損傷を受けるような事象であり、必要な対策を
実施している。

○ 全交流電源喪失（外部電源、非常用所内電源）
発電所外部の送電線（外部電源）から受電が停止した後、バックアップの非常用ディーゼル発電機（非常用所内電源）も停止
し、発電所の交流電源が完全に停電し、電力を駆動源とする安全上重要な機器が使えなくなること。

○ アニュラス部
加圧水型発電所における原子炉格納施設は、原子炉格納容器、アニュラス部（原子炉格納容器と原子炉建屋の間の気密性
の高い円環状空間）およびその他の設備で構成され、一次冷却材事故時等においても放射性物質の外部への放散を抑制し、
発電所周辺の一般公衆および発電所従業員の安全を確保するための施設である。
アニュラス部はその空間を負圧に保つことによって、事故時に原子炉格納容器から漏洩する放射性物質を閉じこめる二重格
納設備としての機能を有する。


